
筋トレ教室
活動内容
活動場所
活動日時

メンバーの性別
初心者歓迎。先生による指導があります。
c高橋　☎090‐1288‐6760

筋トレ
総合交流センター
第2・4木曜日
13：30～15：30
男・女両方

EXE
活動内容
活動場所

活動日時

メンバーの性別
cQRコードからお問合せください。

ソフトバレーボール
笠松中学校体育館
下羽栗小学校体育館
毎週火曜日
19：30～21：30
男・女両方

マンセル
活動内容
活動場所
活動日時

メンバーの性別
みんなで笑いながら楽しくやっています。
c森　☎090‐9127‐9620

ソフトバレーボール
松枝小学校体育館
毎週木曜日
19：30～21：30
男・女両方

リズム体操
活動内容
活動場所
活動日時

メンバーの性別
仲間に入りませんか？
cQRコードからお問合せください。

体操・ストレッチ
スポーツ交流館
毎週火曜日
13：40～15：10
女性のみ

笠松のびのび体操
活動内容
活動場所
活動日時

メンバーの性別
音楽に合わせて運動しています。
cQRコードからお問合せください。

ストレッチ・筋トレ・体操
笠松中央交流センター
第1・2・3火曜日
9：45～10：45
女性のみ

リフレッシュ体操
活動内容
活動場所
活動日時

メンバーの性別
楽しく体操しています。初心者大歓迎！
c箕浦　☎090‐8472‐9480

体操・ダンス・ストレッチ
町民体育館
毎週木曜日
13：30～15：00
女性のみ

笠松町グラウンド・ゴルフ協会
活動内容

活動場所

活動日時

メンバーの性別
いくつになってもチャレンジを忘れず、
気持ちはハタチで活動しています。
c廣前　☎080‐3619‐9562
mhiromae@ccn3.aitai.ne.jp

グラウンド・ゴルフ
（地域ごとにクラブ有）
松枝→運動公園
笠松→四季の里
下羽栗→トンボ天国
松枝
→月水金8：30～10：30
笠松・下羽栗
→月～土8：30～10：30
男・女両方

笠松町ターゲット・バードゴルフクラブ
活動内容
活動場所
活動日時

メンバーの性別
ゴルフ好き大歓迎。お茶しながら
ゴルフ談義に花を咲かせましょう。
c杉山　☎090‐3481‐4388
msugiyama2290@docomo.ne.jp

ターゲット・バードゴルフ
メンバーの自宅
第1・3土曜日
13：00～14：00
男・女両方

バラエティーズ
活動内容
活動場所
活動日時

メンバーの性別
中学生から後期高齢者まで、楽し
くゲームをしています。
c渡邉　☎090‐8320‐4292

問合先のない団体はQRコードからお問い合わせください。▶
QRコードが使用できない方は、笠松中央交流センター内の
協会事務局（388‐3231）にお電話ください。

インディアカ
松枝小学校体育館
毎週土曜日
19：30～
男・女両方

町レクリエーション協会の加盟団体は、一緒に活動するメンバーを募集しています！
■給与所得控除の見直し
　給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除額が65万円に引き上げられます。
　給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。

　令和8年度からの個人住民税（令和7年1月1日から12月31日までの所得を
基に計算）に適用される主な改正は次のとおりです。
　勤務先で年末調整をする方や、令和7年分所得税確定申告書、令和8年度町
県民税申告書を提出する方は、ご注意ください。
　なお、所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。

給与の収入金額ごとの給与所得控除額
給与の収入金額

162万5千円以下
162万5千円超180万円以下
180万円超190万円以下

改正後

65万円

改正前
55万円

給与の収入金額×40%－10万円
給与の収入金額×30%＋8万円

■特定親族特別控除の創設
　大学生などの就業調整に対応するため、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満
の親族で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下（特定親族）の場合、合計所得金額
に応じて、納税義務者が控除を受けられる仕組みが新たに導入されます。

c税務課　388‐1112

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の給与収入金額）
58万円超95万円以下（123万円超160万円以下）
95万円超100万円以下（160万円超165万円以下）
100万円超105万円以下（165万円超170万円以下）

納税義務者の特定親族特別控除額
45万円
41万円
31万円

105万円超110万円以下（170万円超175万円以下） 21万円
110万円超115万円以下（175万円超180万円以下） 11万円
115万円超120万円以下（180万円超185万円以下） 6万円
120万円超123万円以下（185万円超188万円以下） 3万円

■各種控除に係る所得要件の見直し
　扶養控除などの対象となる所得要件が引き上げられます。

扶養控除などの所得要件

所得要件

同一生計配偶者及び扶養親族の合
計所得金額
ひとり親の「生計を一にする子」の
総所得金額等
勤労学生の合計所得金額

改正後
（収入が給与のみの場合の給与収入金額）

58万円以下（123万円以下）

58万円以下（123万円以下）

85万円以下（150万円以下）

改正前
（収入が給与のみの場合の給与収入金額）

48万円以下（103万円以下）

48万円以下（103万円以下）

75万円以下（130万円以下）
非課税限度額の合計所得金額
（扶養者なしの場合） 38万円以下（103万円以下）38万円以下（93万円以下）

令和8年度から個人住民税（町県民税）の令和8年度から個人住民税（町県民税）の
控除額が変わります控除額が変わります

令和8年度から個人住民税（町県民税）の
控除額が変わります

令和8年度から個人住民税（町県民税）の
控除額が変わります

▲国税庁ホームページ
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